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１． 事業者名及び代表者名

株式会社　冨倉製作所
代表取締役社長　　冨倉　豪人

２． 所在地

名　称 延床面積 備　考

本社工場 2151.5㎡ 今回の認証対象

３． 環境管理責任者、事務担当者の氏名及び連絡先

環境管理責任者　　　冨倉　智幸 TEL      　055-941-8491

事務担当者　　加藤　真里　　　　 E-mail    business@tomikura.co.jp 

４． 事業の概要 配電盤等の板金加工、組立

５． 事業規模

項　目

売上高 全社　　4億2545万円（２０２１年４月～２０２２年３月）

６． 事業年度 　毎年　４月１日～翌年３月３１日

７． レポートの運用期間及び発行日

環境経営レポートの運用期間（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）

環境経営レポートの発行日（２０２３年３月１０日）

８． 対象範囲

事業活動　：配電盤等の板金加工、組立

対象事業所：本社・工場

Ⅰ　組織の概要

内　　　　　容

従業員数

　静岡県沼津市足高292-.37

所　在　地

全社　　49名
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１．
１）
２）
３）
４）

２． 環境関連法規制等の遵守

３． 環境に配慮した製造活動
社内工場部門と事務管理部門において「６Ｓ&３－定」の管理を徹底させ、省エネ、省資源、省コストを

４． 環境経営の継続的改善
環境に配慮した製造活動を中心に環境経営の継続的改善を行います。

５． 環境コミニュケーションの実施
１）

２）

制定年月日 2019年9月１日（初版）

株式会社　 冨倉製作所
代表取締役社長　冨倉　豪人 　　

電気、軽油、ガソリン等の使用量削減に努めます

節水活動による水使用量の削減に努めます

常に意識し、製造を進めます。

Ⅱ　環境経営方針

[基本方針]

[環境理念]

社内においては、全従業員に環境経営方針を周知し、全社員参画による取組を
目指します

　当社は、株式会社冨倉製作所の社是・社訓、経営理念に基づき、本業である板金加工及び組立の業
務を通じて、自社の環境問題が、社会共通の重要課題であるとの認識に基づき、「地球環境の保全」と
「人々の健康と安全」への貢献を目指して、企業活動に積極的に取り組みます。従業員一丸となって継続
的に改善活動に取組んでまいります。

３R活動の展開による廃棄物の削減に努めます

化学物質の適正使用に努めます

　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

社外に環境経営レポートを公開し、利害関係者のみならず社会とのより良いコミ
ニュケーションを図って行きます

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量等の削減に努めます

環境関連法規制を遵守します

２



＜関係者の権限と役割＞

社長
① 環境経営全般に関する責任と権限
② 環境管理責任者の任命
③ 環境経営に必要な資源の準備
④ 環境経営システム全体の評価と見直し
⑤ 経営における課題とチャンスの明確化

環境管理責任者
① 環境経営システム全般の運用・管理
② 環境経営目標及び環境経営計画の作成
③ 取組状況の社長への報告
④ 環境経営レポートの作成

ＥＡ２１事務局
① 環境負荷データ等の集計
② 環境経営目標・環境経営計画の進行管理
③ 「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④ 環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤ 環境関連法規等の遵守状況チェック
⑥ 文書・記録の管理

各部門長
① 部門の環境経営計画の実施
② 部門データの集計
③ 部門の問題点把握と是正対策の実施
④ 部門取組状況の事務局への報告
⑤ 部門の従業員教育

その他の従業員
① 自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

Ⅲ　実施体制

本社工場 素材部 総務部

代表取締役社長

ＥＡ２１事務局

（営業部）

戸田　祐介

5人 2人

34人 6人

（製造長）

高橋　三男 冨倉　誠人

営業部

冨倉　豪人

(常務） 土屋　保一

環境管理責任者
（専務・工場長兼任）

加藤　真里

冨倉　智幸

３



１．単年度目標

基準期間

2019年4月
〜

2020年3月

基準値 目標削減率 目標値

㎏-CO2 316.417 -2% 310.089

kWh 434.139 -2% 425.456

L 30517.65 -2% 29907.30

L 14546.90 -2% 14255.96

L 3889.00 -2% 3811.22

産業廃棄物 t 5.70 -2% 5.59

一般廃棄物 kg 1195.00 -2% 1171.10

㎥ 745.00 -2% 730.10

― 使用していない 使用せず

件 0 0%

基準年度

2019年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

2019年4月
〜

2020年3月

2021年4月
〜

2022年3月

2022年4月
〜

2023年3月

2023年4月
〜

2024年3月

2024年4月
〜

2025年3月

㎏-CO2 316.417 -2% -3% -4% -5%

電力 kWh 434.139 -2% -3% -4% -5%

ガソリン L 30517.65 -2% -3% -4% -5%

軽油 L 14546.90 -2% -3% -4% -5%

灯油 L 3889.00 -2% -3% -4% -5%

産業廃棄物 t 5.70 -2% -3% -4% -5%

一般廃棄物 kg 1195.00 -2% -3% -4% -5%

㎥ 745.00 -2% -3% -4% -5%

― 使用していない 使用せず 使用せず 使用せず 使用せず

件 0 0 0 0 0

＜備考＞

※「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ（2021年度）調整後排出係数の「0.457㎏-CO2/kWh」を使用した。

二酸化炭素排出量

内訳

廃棄物排出量

水使用量

化学物質使用量

環境苦情ゼロ

廃棄物排出量

水使用量

化学物質使用量

環境苦情ゼロ

２．環境経営中期目標

項目 単位

中期目標

二酸化炭素排出量

内訳

電力

ガソリン

軽油

灯油

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

運用期間

2021年4月
〜

2022年3月

４



４．５月 ６．７月 ８．９月 10.11月 12.1月 2.3月

A 不必要なアイドリングの禁止

B 朝礼時に、営業同士で走行先を確認

C 急発進・急加速の禁止

D 輸送するもののサイズにあわせた車で移動する

E 早めにシフトアップ

A ホワイトボードに行き先を記載

B 同方向は相乗りの励行

C 低冷房運転の励行

A エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定

B クールビズ、ウォームビズの実施

C 空調フィルターの定期清掃（夏前、冬前　２回／年）

A 電力不要時は負荷遮断をしている。

B
空調機についてはフィルターの定期的な清掃、適正管理をす
る

C
打ち合わせや周知の際はホワイトボードを使用しペーパーレス
化

D
外部有識者による、製造工程の作業日報記載と時間管
理の徹底

E コンプレッサーのエア漏れチェック

F 端材の管理をして有効活用につなげる

G マシンの日常保守点検等、点検整備の見直し

H 日報記載による、段取り時間の短縮（EMLﾎｶ現場）

I 不良品の削減を目指して、社内周知の徹底

J 6S活動の実施　（作業スペースの確保）

K 金型・治具・副資材等の在庫棚管理　３Tの徹底

B 洗車時の節水

C 水もれ点検の実施

D 節水コマの設置

A コピー用紙の両面使用

B 封筒などの再利用

C 不良品を出さないような工程管理のみなおし

D 廃油(作動油）の削減

C 鉄くずのリサイクル率向上

Ｄ 廃パレット(木材）のリサイクル

A 環境への取組強化

D 定期巡回点検の実行

運
転
管
理
等

営業G

現場G

全員

Ⅴ　環境経営計画に基づき実施した取組内容

（運用期間：2021年4月～2022年3月）

環境活動項目
担当

グループ

スケジュール

二
酸
化
炭
素
の
削
減

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ

営業Ｇ　

保留

全員
廃
棄
物
の
削
減

廃
棄
物
削
減

再資源化

空
調
等

事務所

工
場
・
事
務
所

事務所

電
力
や
廃
棄
物
抑
制

営業G

苦
情

運用強化
事務局
全員

水
使
用
削
減

排
水
処
理

全員
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・運用期間（2021年9月〜2022年3月）の環境目標の実績　

基準期間

2019年4月
〜

2020年3月

基準値
目標

削減率
目標値

実績
削減率

実績値 評価

㎏-CO2 316.417 -2% 310.089 -25% 231.363 ○

kWh 434.139 -2% 425.456 -18% 348.390 ○

L 30,518 -2% 29,907 -40% 17,917 ○

L 14,547 -2% 14,256 -39% 8,751 ○

L 3,889 -2% 3,811 -16% 3,214 ○

産業廃棄物 t 5.7 -2% 5.6 54% 8.6 ×

一般廃棄物 kg 1195.0 -2% 1171.1 18% 1,380 ×

㎥ 745 -2% 730 2% 748 ×

― 使用していない ― 使用せず ― 使用せず ○

件 0 ― 0 ― 0 ○

＜備考＞①削減比率は、目標値に対する削減量の割合である。

②「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力エナジーパートナーの「0.457㎏-CO2/kWh」を使用した。

＜評　価＞

原因

是正

原因

是正

原因

是正

一般
廃棄物

コロナ過で、マスクの着用を強いられ、マスクゴミも増えたり、また手洗いの後、ペーパーで拭くこ
とが多く、かなりゴミの量がふえてしまった。

衛生面を考えてのことなので、仕方ない部分もあった。今後のコロナの様子もみていきたい。
削減活動は定着し、排出量は少量なので、次年度は、数値目標を設定せず「経営計画実行」を目
標とすることを検討する。

全体 評価
全体の運用としては、一時滞りがあったが、電力や化石燃料などの削減活動は継続して行ってい
たため、二酸化炭素排出量の削減目標も２５％減と納得できる結果となった。

産業
廃棄物

当社の産廃は、廃プラと木くず（パレット）がほとんどで、今回木くずの有価が少なくなり、産廃とし
て排出するものが多くなったので、目標を超過した。

事業活動に伴って排出する産廃の削減は困難な面があるが、引き続き削減活動を継続する。

水

コロナ渦もあり、手洗を推奨したため、節水のすすめをためらってしまった。

手洗い以外の節水を心がけるよう周知する。
削減活動は定着し、使用量は少量なので、次年度は、数値目標を設定せず「経営計画実行」を目
標とすることを検討する。

内訳

電力

ガソリン

軽油

灯油

化学物質使用量

環境苦情ゼロ

廃棄物排出量

水使用量

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

項目 単位

運用期間

2021年4月
〜

2022年3月

二酸化炭素排出量

６



A 不必要なアイドリングの禁止 △

B 朝礼時に、営業同士で走行先を確認 ○

C 急発進・急加速の禁止 ○

D 輸送するもののサイズにあわせた車で移動する ○

E 早めにシフトアップ △

A ホワイトボードに行き先を記載 〇

B 同方向は相乗りの励行 △

C 低冷房運転の励行 ―

A エアコンの設定温度を夏季28℃、冬季20℃に設定 ○

B クールビズ、ウォームビズの実施 ○

C 空調フィルターの定期清掃（夏前、冬前　２回／年） △

A 電力不要時は負荷遮断をしている。 △

B
空調機についてはフィルターの定期的な清掃、適正管理をす
る

○

C
打ち合わせや周知の際はホワイトボードを使用しペーパーレ
ス化

○

D
外部有識者による、製造工程の作業日報記載と時間管
理の徹底

△

E コンプレッサーのエア漏れチェック ○

F 端材の管理をして有効活用につなげる △

G マシンの日常保守点検等、点検整備の見直し △

H 日報記載による、段取り時間の短縮（EMLﾎｶ現場） ○

I 不良品の削減を目指して、社内周知の徹底 △

J 6S活動の実施　（作業スペース確保） △

K 金型・治具・副資材等の在庫棚管理　３Tの徹底 △

B 洗車時の節水 ×

C 水もれ点検の実施 ×

D 節水コマの設置 ―

A コピー用紙の両面使用 ○

B 封筒などの再利用 ○

C 不良品を出さないような工程管理のみなおし ×

D 廃油(作動油）の削減 ―

C 鉄くずのリサイクル率向上 ○

D 廃パレット(木材）のリサイクル ○

A 環境への取組強化 ×

D 定期巡回点検の実行 〇

＜備考＞

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

継続

社内の蛇口も緩んでいる部分も
あったりして、しっかり止めない
と、水がたれてしまうこともあるよ
うだ。注意喚起をして節水に努め
たい。

継続

電
力
や
廃
棄
物
抑
制 全員

水
使
用
削
減

排
水
処
理

全員

営業G

現場G

事務所

空調フィルターの掃除がされてい
なくて、エアコンの効きがわるく
なったりしていた。

集合時間に間に合わず、別の車
が急遽迎えに行くこともあった。
ガソリンの無駄になるので周知を
徹底したい。

空
調
等

事務所

運
転
管
理
等

工
場
・
事
務
所

継続

行先の打ち合わせができておら
ず、
午前と午後同じ下請けにいくこと
もあった。また社内でエンジンか
けっぱなしなことも見受けられ、
注意されてることもあった。

環境活動項目
担当

グループ

エ
コ
・
ド
ラ
イ
ブ

営業Ｇ　

今後（次年度）の取組内容評価 コメント

二
酸
化
炭
素
の
削
減

鉄
く

ず 継続
2021年はスクラップの買い取り金
額がたかく、経費がかさむ中で助
かった。引き続き取り組みたい

営業G

廃
棄
物
の
削
減

全員

不
良
削
減

継続

なるべく社外に不良を出さないよ
う、検査体制の強化をし、なるべ
く社内で不良がみつかるようにも
なってきている。

苦
情

運用強化
事務局
全員

苦情はなかったが、運用が一時
滞ったので、今後改めて強化した
い。

継続

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

改善の先生に促され、作業時間
を個々にノートに取ったり、また
工数もちゃんと記載して、提出す
るようになってきた。コンプレッ
サーのエアもれも動力の無駄に
もつながるので話し合いをして、
申し合わせてすべてホースを切
り、つなぎなおしたりして使うよう
にしている。電力も２０２０年と２０
２１年で横ばいに推移でそんなに
増えなかったのですが、電気代
高騰のあおりをうけて、料金がは
ねあがってしまい経費節減には
つながらなかった。引き続き様子
を見ていく必要がある

継続

（運用期間：2021年4月～2022年3月）

継続

７



Ⅷ　当社の取組み１

2021年　年末大掃除の様子

社内のレイアウト変更もかねて、
掃除している、改善の先生と弊社
社長 
社内の３T活動など、３年近く先生

使用している機械の上にも鉄粉や
ホコリがたまるので、掃除します。 

社内から出たゴミ 
スクラップ、木など分別してなるべ

く   

８



１． 環境関連法規等の遵守状況

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2022年4月1日

評価者　環境管理責任者　冨倉　智幸

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） ○

第6条 特定施設の届出 ﾊﾟﾝﾁ･ﾚｰｻﾞｰ複合機他８台 ○

第8条 特定施設の数等の変更の届出 変更無し 該当なし

第5条 規制基準値の遵守 騒音の測定（市及び自主検査） ○

第6条 特定施設の届出 ｼｬｰﾘﾝｸﾞ他７台 ○

第8条 特定施設の変更等の届出 届出内容の変更無し 該当なし

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 該当なし

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から30日以内に県知事へ提出 該当なし

第11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（１回／年） 該当なし

第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託処理 市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 ○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 ○

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施 運搬又は処分業者からのD,E票の期間内返却 ○

第9条の4 少量危険物 及び指定可燃物の貯蔵及び取扱基準
・市町村条例で定める
・指定可燃物：紙屑、プラスチック類等

該当なし

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出 指定数量以上の危険物の保管の消防署への届出 該当なし

第13条 危険物の取扱作業に関して保安の監督 危険物取扱者の設置 該当なし

第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検 該当なし

家電リサイクル法（特定家庭用機器
再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適
切な引き渡し、料金の支払

指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 ○

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

省エネ法（エネルギーの使用の合理
化に関する法律）

第4条
エネルギー使用量の合計が１，５００Ｌ／年以上の事業者
は届出

エネルギー使用量（原油換算地）の把握 該当なし

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認

②、③、④
　有資格者による定期点検実施

○

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引
き渡し義務
簡易点検の実施（３ヶ月に１度）

○

その他 リーチ（REACH)規制 リーチ適合材料の使用及び適合 製品の納入 該当なし

第52条 騒音基準の遵守義務 ○

第53条 騒音特定施設の届出 ﾊﾟﾝﾁ･ﾚｰｻﾞｰ複合機他８台 ○

第55条 騒音特定施設変更の届出 ○

第79条 振動基準の遵守義務 ○

第80条 振動特定施設の届出 ｼｬｰﾘﾝｸﾞ他７台 ○

第82条 振動特定施設の変更等の届出 ○

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 ○

リサイクル法（資源の有効な利用の
促進に関する法律）

第4条 指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 ○

グリーン購入法（国等による環境物
品等の調達の推進等に関する法
律）

第5条 事業者の責務（国等の施策への協力等）
物品の購入、借り受け等する場合の環境物品等の
選択

○

２． 違反、訴訟等の有無
　　　 当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

義務

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び
清掃に関する法律）

静岡県産業廃棄物の適正な処理に
関する条例

静岡県条例

消防法

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法

Ⅸ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

責務
・

努力

法律・条例

自動車リサイクル法（使用済自動車
の再資源化等に関する法律）

○

静岡県生活環境の保全等に関する
条例

法令

法令

フロン排出抑制法（フロン類の使用
の合理化及び管理の適正化に関す

る法律）
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2023　年　3月　10日

株式会社冨倉製作所

代表取締役社長　　冨倉　豪人

ない、またそれによる原材料費の高騰傾向を、受注活動へ出来る限り影響力を減らすためにも必要とい

う説明を行い、理解を深めてもらう様にしている。

来年度の目標としては、引き続き「節電」「節水」「アイドリングストップ」を中心とするが、加えて「５Ｓによる

生産効率向上から得るＣＯ2削減」を掲げ、指導していくことで、協力してくれる社員の生活そのものの向
上

も図っていきたい。

またコロナ対策となる手洗い励行は水の消費量を増やし、マスクの着用励行は廃棄物量を増やすなど

であった。社員への負荷削減取組みへの理解と努力、協力はあったと確信しているが、それを上回る

前述の理由があったものと考える。

　昨年は結果としての目標値達成を報告できたが、今年度は社員一同の努力を上回る外部要因を分析

し、改めての「環境負荷低減活動」への理解を求める次第だ。エネルギ－価格の増加傾向に陰りが見え

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

　２０２１年４月の運用開始から１年間の取組について、環境経営方針、環境経営目標及
び環境経営計画、実施体制を含めた実施状況等について評価を行なった。

　環境経営方針は問題無く、引き続きの方針として運用していくものと考える。

　環境経営計画については、「コロナ禍」の影響を昨年よりさらに色濃く受けたものとなり、受注環境の低
迷に

加えてエネルギ－単価の増傾向が、昨年比の環境負荷低減を難しくしてしまったと判断した。

　受注環境の低迷は、非効率的な生産活動を招き、結果として電力消費の低減活動を妨げてしまった。
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訓練日

訓練日

環境上の緊急対策
〈緊急時対策〉

　想定される環境に於ける緊急事態について、環境への影響を最小限にくい止めること・内外への連絡を円滑に行うこと・可能
な範囲で事前に想定、準備すること。また、定期的にその訓練を行う。更に、緊急事態の発生や、訓練の後、対応の評価と改
善策を行う。

想定のパターン 想定される緊急事態 原因 対応策

作成日：2022/03/20
作成者：加藤　真里

パターン1

現場で、薄板の搬入の際、そばにいる人間
の脚に板が接触してしまった。また床におい
てある搬入された部材の角のとがった部分
に、脚が接触して、ズボンが切れてしまっ
た。

搬入時、狭いところを運ぼう
としていたためあたってし
まった。床に置いてある部
材は角が向きだしのままに
なっていた。

そばに人がいる時は声掛
けをして運ぶように周知し
た。また置いた部材の角
はウエスで覆うようにした

パターン2 タレパン機械の下側より、煙がでてきた。

タレパンの壁側の下の空洞
部分にほこりがたまったり、
紙くずなどが落ちていた。そ
のゴミの部分に機械から出
た火花がはねかえって引火
していた。

（機械を使用している際
は）火花はでてしまうので、
空洞部分にほこりや紙くず
がはいらないように板金で
たてかけるフタをつくって
防ぐようにした

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

参加者
全社員

※評価と改善策

想定される緊急時の状況 原因 対処・訓練等

参加者
全社員

※評価と改善策

訓練記録 

2021年度は、新型コロナへの懸念により、訓練

実施を中止し、次年度への延期とした。 



住所

連絡先

回答の
必要性

対応内容
（再発防止策）

　環境コミュニケーション受付表

NO. 情報入手日 情報種類 通報者 通報方法 内容

作成・管理担当：加藤　真里

1 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

2 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

3 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

4 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

5 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

6 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

7 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

必要・不要8 ／
対策

・
苦情

電話
・

メール
・

（　　　　）

環境苦情無し 


